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自動配信メールの仕様変更について
売買仲介実務「トラブル解決・未然防止」 ＝ 3/13 まで

県内 不動産市況DI 調査結果
役所の窓口、時短の動き　 探査船ちきゅう、レアアース泥 採取成功　ほか

アーク引越センターの、ちゃんとしたお引越し
TOKAI セキュリティサービスのご案内

売買に係る税金の特例について仲介会社には調査説明義務は無い
賃借人の賃料一部不払いに対する賃貸人の未払い賃料支払いと契約解除・明渡請求

高齢者の入浴、温度差に注意　 認知症の不明者、GPS端末活用で位置把握　ほか
無免許事業者との取引に注意！

全宅管理入会のご案内 入会特典プレゼント中！
三島信用金庫　 静岡ろうきん
災害時借上げ型応急住宅 登録会員を募集中！
宅地建物取引士賠償責任保険のご案内

県内各地で地域防災訓練　 半島 2900 集落に孤立の恐れ　ほか

② 「スマイミー静岡」情報

④ Web研修のご案内

⑤ 不動産鑑定士協会との共同事業

⑥ Local News ほか

⑨ 安心・丁寧

⑩ 24 時間 365 日

⑫ 取引紛争の事例と解決（売買）

⑬ 取引紛争の事例と解決（賃貸）

⑭ 生活困窮者支援

⑰ 宅建業法第 12 条ほか

⑱ 賃貸管理業を強力にサポート

⑳ 提携金融機関より

㉒ 大規模災害時に発動

㉔ ㈱宅建ブレインズより

㉖ 防災・災害対策
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昨年12月、美しい夜景を認定する「日本夜景遺産」に新たに認定された沼津港の大型展望水門「びゅうお」。
（Wikipediaの画像を引用）　　　

昨年12月、美しい夜景を認定する「日本夜景遺産」に新たに認定された沼津港の大型展望水門「びゅうお」。
（Wikipediaの画像を引用）　　　
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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　  （東京地判：Ｒ6.4.22）

　X（原告、個人）らは、令和 2 年 11 月頃、Y（被告、宅建業
者）との間で、X らが相続した土地建物（本件不動産）の売 
却について専属専任媒介契約を締結し、令和 3 年 2 月、Y 
の仲介により、株式会社 A との間で、本件不動産を 4500 
万円で売却する旨の売買契約（本契約）を締結した。本契約 
では、建物も売買対象に含んでおり、特約で、引渡から 30 
日以内に、買主が建物を解体する旨が記載されていた。
　X らは、本契約において、建物を取り壊さずに土地と共 
に売却したため、居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の 
特例（本件特例）を受ける要件（売主が建物取壊しをしたう
えで譲渡する）を満たさなかった。（※本契約当時の税制特 
例要件によるもの）
　X らは、Y は X らに対し、本件特例の存在を一度も説明 
していないばかりか、本件不動産の売却後に買主が本件建 
物を解体するという明らかに本件特例が適用されない売却
方法を提案して、本契約を締結させた。また、Y は、X ら 
に対し、本件特例の適用の可否について税理士等に確認を 
求めるようにも告げていない。
　したがって、Y 従業員には注意義務違反があり、Y は、 
債務不履行責任及び使用者責任を負うとして、損害賠償等 
を求めて、本件訴訟を提起した。

　裁判所は、以下のとおり判示し、X らの請求を棄却した。
⑴本件特例の適用の有無等について調査説明する注意義 
　務について
　X らは、Y が本件特例の適用の有無等について調査確認 
し、これをXらに説明する注意義務に反したと主張するが、
X らと媒介契約を締結した宅地建物取引業者である Y は、 
依頼者である X らに対し、善管注意義務を負うほか、信義 
を旨とし、誠実にその業務を行わなければならないとされ 
ているものの、税の専門家ではないので、自ら税法上の優 
遇措置等について説明して勧誘したなどの特段の事情のな
い限り、当該取引に関係する税法上の規定等について調査 
し依頼者に告知する義務を負うものとは認められない。本 
件において、X らと Y の間で本件特例や本契約に係る具体 
的な課税額等について具体的な話がされたとの事実は認め 
られない。さらに、認定事実によれば、X らは、専ら友人 
から本件特例についての情報を得ていたものであり、Y が 
本件特例によって所得税の控除を受けられる可能性がある 
ことを理由として本件不動産の売却を勧誘したなどの事情

は認められない。
　したがって、Y が、本件特例の適用の有無等について調 
査確認し、これをXらに説明する注意義務を負っていたと 
は認められないので、Y が、本件不動産の売却の仲介に当 
たって、X ら主張に係る注意義務に違反したということは 
できない。
⑵本件特例の適用の可否について税理士等に確認を求め 
　ることを告知すべき注意義務について
　前記のとおり、Y は宅地建物取引業者ではあるものの、 
税の専門家ではないので、特段の事情のない限り、Y が X 
らに対し、積極的に本件特例の存在を告知する義務がある 
とはいえない。
　確かに、建物を残したまま売却すれば本件特例の適用が 
なくなる可能性がある旨伝えなかったことについては、不 
親切な面があったといえるが、Y は、X らに対して本件建 
物を残したまま売却することをあらかじめ伝えていたので 
あるから、X らが本件特例の適用を受けようとするのであ 
れば、それは自らの納税義務に関わることであるから、原 
則として、その要件等を自ら調査したり、税理士等に相談 
するなどした上で、建物を取り壊してから売却したい旨の 
希望を自ら Y に伝えるべきものである。
　また、Y が X らに対して交付した本契約案内や重要事項 
説明書には、税金については税理士等への確認をするよう 
促す文言が記載されていたのであり、少なくともXらがこ 
れを交付された以降は、Y が課税について了知しておらず、
税理士等の専門家への確認を促していたことをXらにおい 
て認識できたものと認められる。
　したがって、Y は、本件特例の存在を X らに告知する義 
務は認められないところ、Y は、税金については税理士等 
に確認するようにとの一般的な説明を行っていたといえる。
　そうすると、Y が、本件不動産の売却の仲介に当たって、
X ら主張に係る注意義務に違反したということはできない。
⑶結論
　以上によれば、X らの請求は、いずれも理由がないから 
これらを棄却する。

　税金相談については、税理士法 52 条で税理士以外の者
が行うことは禁止されているため、契約当事者に対して、 
そのことを説明認識してもらい、税金に関する相談や調査 
は、取引当事者自身で税務署・税理士に行うことを理解い 
ただくことが重要である。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

不動産売買に係る税金の特例について仲介会社には調査説明義務は
無いとして売主の損害賠償請求が棄却された事例

判 決 の 要 旨

ま と め
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賃借人の賃料一部不払いに対する賃貸人の未払い賃料の支払いと
契約解除・明渡請求が認められた事例

取引（賃貸）紛争の事例と解決　　　　　　　　 （東京地判：Ｒ5.6.27）

　平成 25 年 11 月、X（原告・賃貸人・法人）と Y1（被告・ 
賃借人・法人）は、都内にある 3 階建て建物（本件建物）の 1 
階部分の一部（本物件）について、Y1 の事務所として使用
する目的で賃貸借契約（本契約）を締結した。

【本契約概要】
・月額賃料：10 万 2000 円（消費税別）
・面積：約 15 坪
・賃貸人又は賃借人の責めによらない（中略）給排水等の設
備の故障によって生じた賃貸人又は賃借人の損害について
賃貸人又は賃借人は互いにその責めを負わないものとする。

（本件免責条項）
本契約締結と同時に、本件建物脇の駐車場（月額賃料 :4286
円・消費税別）について X と Y1 の間で、本件建物 3 階の
一部にある住居部分（月額賃料 :12 万 5000 円）について、X 
と Y2（被告・Y1 代表者）との間で、それぞれ賃貸借契約 
が締結された。
　平成27年頃からYらはXに賃料の減額を求めるように 
なり、平成 29 年 1 月以降、3 物件合計で（契約金額より約 2 
万円少ない）20万円を賃料として支払うようになった。これ 
に対してXは、約定通りの賃料支払いを求めた。平成30年9 
月 20 日、水道局が発注したメーター交換工事（本件工事）の 
際、漏水事故が発生し（第一事故）、本物件が使用不能になっ
た。これに対して X は、同月末に本件建物の 1 階と 3 階の 
空室部分（各約 7 坪）を Y1 に提供した。
　第一事故の発生以降、Y らは本物件と駐車場・住居の賃 
料全額の支払いを停止した。また、Yl は第一事故による
損害について、水道工事会社が加入する保険の保険会社か 
ら 341 万円余の保険金支払いを受けた。
　令和元年 11 月、X は補修工事を終えた本物件を Y1 に引 
渡した。
　令和2年2月、本物件で再度小規模の漏水事故（第二事故）
が発生した。
　その後も Y らの賃料不払いが続いたことから、同年 9 月 
と12月にXはYらに賃料の支払いを催告したものの、一部 
の支払いしか受けられなかったことから、令和 3 年 5 月、Y 
らに対して、本物件・駐車場・住居の未払い賃料（計 1246
万円余）の支払いとこれらの明渡を求めて提訴した。
　これに対して Y らは、①賃料減額の合意があった、②第 
一事故発生から第二事故発生後の令和 2 年 3 月まで、本物 
件は継続的に使用不能であった、③第一事故及び第二事故 
により営業不能となったことによる損害との相殺、等を主 

張して争った。

　裁判所は、概要次のとおり判示し、X の請求を全て認容 
した。

（賃料減額合意の有無）
　Y らは、X が減額された賃料を受領し続けていた、また、
差額について請求もなかったことから賃料の減額合意があ 
ったと主張するが、X は約定通りの賃料支払いを求めてお 
り、減額合意の成立は認められない。

（第一事故による賃料減額の有無・金額）
　賃貸借契約において、賃借人が瑕疵のために賃借物を利 
用できない場合には、その利用できない限度で賃料の減額 
を請求することはできるが、代替物件を提供されたことで、
賃借人の使用収益が妨げられたとは認められないときは、
賃料の減額は認められないものと解するのが相当である。
　本件においては、第一事故発生の 12 日後には、X が本件 
建物内で本物件とほぼ同面積の代替物件をY1に提供して 
いる。
　これに対して Y1 は、代替物件では業務遂行上支障があ 
り、減収となった旨を主張する。しかし、代替物件では具 
体的にどのような支障があったかも、営業上どの程度の影 
響を受けたのかも明らかではなく、代替物件が提供された 
後に、Y1 の使用収益が妨げられたとは認められない。ま 
た、本件工事は X が発注したものではなく、第一事故の発 
生についてXに帰責事由はないため、本件免責条項で確認 
されている通り、X は債務不履行責任を負わない。
　そうすると、第一事故発生から代替物件か提供されるま 
での 11 日間分（ 4 万円余）を除き、第一事故による賃料減
額は認められない。

（第二事故による Y らの損害）
　Y らは第二事故に伴い備品に濡損が生じた旨を主張する
が、第一事故により支払いを受けた保険金の内容に照らし 
ても、賃借人の主張する損害が第二事故により生じたもの 
とは認められない。

（結論）
　X から代替物件が提供されるまでの間の賃料減額を考慮 
しても、Y らの未払い賃料は多額に上る。しかも、第一事 
故発生後もYらは住居や駐車場の賃料支払いを拒めないこ 
とは明らかである。
　よって、X の請求を認容する。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要
判 決 の 要 旨
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令和７年12月 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
12月１日 本　部 東海不動産公取協 静岡地区調査指導委員会
２日 本　部 長野県宅建協会 来館 （支部機能移転関係）
３日 本　部 月例法律相談 （来館相談３件）
５日 本　部 第２回 中間監査、 正副会長会（拡大会議）
〃　 〃 正副会長・委員長 合同会議
６日 島　田 空き家ワンストップ相談会
８日 名古屋 中部圏流通機構 理事会、東海不動産 税務協力会
〃　 本　部 不動産コンサルティング専門教育講座 （受講者37人）
９日 本　部 第３回 総務財政委員会
10日 富士宮 日本盲導犬協会 新ユニット出発式
〃　 本　部 正副会長会
11日 浜　松 取引士法定講習会 （受講者73人）
13日 御前崎 空き家ワンストップ相談会
15日 本　部 月例法律相談 （来館相談３件）
〃　 〃 苦情解決業務委員会
17日 本　部 第２回 情報提供委員会
〃 東　京 取引士資格試験事務 総括会議

18日 本　部 第４回 地域活性化委員会
〃  静　岡 県不動産鑑定士協会との定例打合せ
19日 静　岡 県サブセンター連絡会
22日 本　部 第３回 人材育成委員会
23日 本　部 月例法律相談 （来館相談１件）
26日 本　部 仕事納め

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談10件、電話相談171件）
Webシステムによる取引士法定講習（12月分） （受講者56人）

本部活動概要

令和８年１月 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
１月５日 本　部 仕事始め
８日 静　岡 新年県知事表敬訪問
９日 本　部 第４回 初級実務研修会 （受講者18人）
13日 本　部 月例法律相談 （来館相談１件）
〃　 静　岡 静岡市居住支援協議会 設立準備会
14日 沼　津 取引士法定講習会 （受講者40人）
15日 本　部 コンサルティング「地域W・G」打合せ
19日 本　部 第５回 会務運営協議会
23日 静　岡 取引士法定講習会 （受講者57人）
24日 静　岡 静岡市空き家ワンストップ相談会
26日 本　部 月例法律相談 （来館相談３件）
〃　 静　岡 第４回 理事会
27日 本　部 サポートセンター 取締役会

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談９件、電話相談174件）
Webシステムによる取引士法定講習（１月分） （受講者93人）

30 宅建しずおか　第 516 号（2026. 3）



提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 22 17 19 ― 58件
金額 21億3,260万円（新築戸建45、 中古戸建13）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 10 0 ― 10件

金額 2億2,225万円（土地₁、 新築戸建₄、 中古戸建₄、 新築マンション₁）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 1 1 0 3 5件
金額 1億3,254万円（新築戸建₂、 中古戸建₃）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 55 32 38 ― 125件
金額 45億9,035万円（新築戸建96、 中古戸建25、 中古マンション₄）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 12 0 ― 12件

金額 3億8,919万円（土地₁、 土地購入新築₄、 新築戸建₂、 中古戸建₅）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 1 0 2 3件
金額 7,１59万円（新築戸建₁、 中古戸建₂）

宅建ローン等の実績
▶2025年11月（11/1〜11/30）

▶2025年12月（12/1〜12/31）

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

東伊豆土地㈱

東 部

㈲榮　屋 中 部 不動産のフラット 西 部 美薗センター

BLUE LaIZU㈱ ㈱テイクランド

西 部

㈲インテリア松本

協和コンサルタント㈱ ㈱沼津駅前賃貸センター ㈱エステートリンク静岡

㈱グッドエム 富士スパイラル工業㈱　青葉ベース ㈲グランアース　

2025年11月22日〜2026年₁月22日の新入会者・退会者　第₄回理事会（2026年₁月26日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

㈱LE LAB 藤沼　康弘 森由　喜乃 419-0101 田方郡函南町桑原1364-1 055-985-2120 正会員 静岡県知事
（1）015039 東 部

フロムスクラッチ㈱ 村上　　覚 村上　　覚 410-0873 沼津市大諏訪813-3-1Ｆ 055-957-2501 正会員 静岡県知事
（1）015049 東 部

アルファス㈱　富士中央 遠藤　智洋 遠藤　智洋 417-0057 富士市瓜島町54 0545-67-7988 準会員 国土交通大臣
（1）010568 東 部

㈱イワセイ 久保田常右 小林　大輔 421-3305 富士市岩淵782-10 0545-81-1121 正会員 静岡県知事
（1）015057 東 部

スパイラル建設不動産㈱ 渡邊　　孝 渡邉　寧代 416-0952 富士市青葉町99 0545-65-0315 正会員 静岡県知事
（1）015044 東 部

U2JAPAN㈱　富士店 堤　　　学 堤　　　学 417-0047 富士市青島町191 0545-32-6370 準会員 国土交通大臣
（1）010179 東 部

㈱住まいるパートナー 久保田　綾 杉原　　佑 422-8062 静岡市駿河区稲川1-1-3地建稲川ビル1階　Ａ室 054-378-8116 正会員 静岡県知事
（1）015045 中 部

まごころ不動産㈱ 八木田佳生 八木田佳生 425-0071 焼津市三ケ名1255-1-Ａ1 054-397-6223 正会員 静岡県知事
（1）015041 中 部

みどり不動産 井口　靖久 石川　博敏 437-0013 袋井市新屋4-3-12 0538-44-2305 正会員 静岡県知事
（1）015033 西 部

アークスマート㈱ 髙杉　　圭 髙杉　　圭 433-8112 浜松市中央区初生町367-1-2Ｆ 053-543-6577 正会員 静岡県知事
（1）015042 西 部

合同会社蒼木-Aoki 青木　優治 青木　優治 432-8023 浜松市中央区鴨江1-24-15 053-569-4434 正会員 静岡県知事
（1）015036 西 部

桜不動産 影山　善久 朝比奈宏記 433-8105 浜松市中央区三方原町1687-5 053-543-9095 正会員 静岡県知事
（1）015018 西 部

パルモサービス㈱ 鈴木　悦也 川島　秀行 435-0046 浜松市中央区丸塚町162 053-443-8880 正会員 静岡県知事
（1）015017 西 部

以上、新入会者13名、退会者13名、2026年₁月22日現在の会員数は、2,632名
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